
様式Ａ－２ 

不利益処分一覧表 

（令和 8年（2026年）1月 29日作成） 

［所管：市民協働部 人権政策課］ 

№． 法令名 根拠条項 処分名 基準 

１ 
とよなか国際交流セン

ター条例 
６ 

とよなか国際交流センターの使

用承認取消し 
A 

２ 
とよなか国際交流セン

ター条例 
７ 

とよなか国際交流センターの入

館禁止 
A 

３ 
とよなか男女共同参画

推進センター条例 
６ 

とよなか男女共同参画推進セン

ターの使用承認取消し 
B 

４ 
とよなか男女共同参画

推進センター条例 
７ 

とよなか男女共同参画推進セン

ターの入館禁止 
A 

５ 
豊中市立人権平和セン

ター条例 
６ 

人権平和センターの使用承認取

消し 
B 

６ 
豊中市立人権平和セン

ター条例 
７ 人権平和センターの入館禁止 B 

７ 地方自治法 
２３ ８－

４⑨ 

行政財産の目的外使用許可の取

消し 
A 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 とよなか国際交流センターの使用承認取消し 

根拠法令及び条項 とよなか国際交流センター条例 第６条 

所管部課（室）係名 市民協働部 人権政策課 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 
とよなか国際交流センター条例 第５条、第 10条、第 11条、同条例

施行規則 第 10条 

基  準 

 以下に該当するときは使用の条件を変更し、又は承認を取り消すこ

とがあります。 

（１） 使用承認の条件に違反したとき。 

使用承認の際に附した条件に違反したとき。 

（２） この条例又はこの条例に基づく市規則に違反し、又はこれらに

基づく指示に従わないとき。 

  ①とよなか国際交流センター条例第 10 条に掲げる義務を履行し

ないとき。 

  ②とよなか国際交流センター条例第 11 条の承認を受けずに特別

の設備又は装飾をしたとき。 

  ③とよなか国際交流センター条例施行規則第 10 条に規定する届

け出をしないとき。 

  ④管理上必要な職員の指示に従わないとき。 

（３） 承認を受けた使用の目的以外に使用したとき。 

  使用承認申請書に記載された目的以外の用途に使用したため、と

よなか国際交流センター条例第５条（使用制限）に定める理由に

該当することとなったとき。 

   ※使用承認に係る審査基準を参考にしてください。 

（４）暴力団の利益になり、又はなるおそれがある使用をするとき。 

（５）管理上支障があるとき。 

  （３）に該当する場合のほか、とよなか国際交流センター条例第

５条（使用制限）に定める理由に該当することになったとき。 

 

参考事項  

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 とよなか国際交流センターの入館禁止 

根拠法令及び条項 とよなか国際交流センター条例 第７条 

所管部課（室）係名 市民協働部 人権政策課 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 とよなか国際交流センター条例 第５条 

基  準 

 以下に該当する者には、入館を禁止し、又は退去を命ずることがあ

ります。 

（１）他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物

の類を携帯するもの。 

  ①凶器又はこれに類する物を所持する者その他入館者に危害を

及ぼすおそれがあると認められる者 

  ②異臭を放つ物品を所持している者 

  ③拡声器又はこれに類する物を使用している者 

  ④大型又は危険な動物その他入館者に不快感を与える動物を所

持している者 

（２）管理上必要な指示に従わない者 

（３）その他管理上支障があると認められる者 

  ①放歌、放言をし、入館者に迷惑を及ぼす者又はセンターの設置

目的を損なう言動を公然と行う者 

  ②その他上記に準ずる者 

 

参考事項  

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

処 分 名         とよなか男女共同参画推進センターの使用承認取消し 

根拠法令及び条項 とよなか男女共同参画推進センター条例第６条 

所管部局課室係名 市民協働部 人権政策課 

審 

 

   

査 

 

 

基 

 

 

準 

関 係 条 項       同条例第５条、第 10条、第 11条、同条例施行規則第 12条 

基    準 

以下に該当するときは使用の条件を変更し、又は承認を取り消すことがあ

ります。（第６条第 1項第１号～第５号） 

(1) 使用承認の条件に違反したとき。 

(2) この条例又はこの条例に基づく市規則に違反し、又はこれらに基づく

指示に従わないとき。 

  ①とよなか男女共同参画推進センター条例第 10 条に掲げる義務を履行

しないとき。（同条例第 10条） 

  ②とよなか男女共同参画推進センター条例第 11 条の承認を受けずに特

別の設備又は装飾をしたとき。（同条例第 11条） 

  ③とよなか男女共同参画推進センター条例施行規則第 12 条に規定する

届出をしないとき。（同条例第 12条） 

(3) 承認を受けた使用の目的以外に使用したとき。 

使用承認申込書に記載された目的以外の用途に使用したため、同条例

第５条（使用制限）に定める理由に該当することとなったとき。（同条例

第５条） 

 ※使用承認に係る審査基準を参考にしてください。 

(4) 暴力団の利益になり、又はなるおそれがある使用をするとき。 

(5) 管理上支障があるとき。 

 (3)に該当する場合のほか、虚偽の申込又は利用形態により、とよなか男

女共同参画推進センター条例第５条（使用制限）に定める理由に該当す

ることとなったとき。（同条例第５条） 

参 考 事 項       

 

設定等年月日 平成 14年（2002年）10月 18日設定 （平成  年  月  日最終変更） 

備考  

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

処 分 名         とよなか男女共同参画推進センターの入館禁止 

根拠法令及び条項 とよなか男女共同参画推進センター条例第７条 

所管部局課室係名 市民協働部 人権政策課 

審 

 

   

査 

 

 

基 

 

 

準 

関 係 条 項       同条例第５条 

基    準 

以下に該当する者には、入館を禁止し、又は退去を命ずることがあります。 

（条例第７条第１号～第３号） 

⑴ 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を

携帯する者。 

 例示すると以下のとおりです。 

①凶器又はこれに類する物を公然と所持する者その他入館者に危害を

及ぼすおそれがあると認められる者。 

②異臭を放つ物品を所持している者。 

③拡声器等を使用している者。 

④大型又は危険な動物その他入館者に不快感を与える動物を所持して

いる者。 

 

⑵ 管理上必要な指示に従わない者。 

 

⑶ その他管理上支障があると認める者。 

 例示すると以下のとおりです。 

①放歌、放言をし、入館者に迷惑を及ぼす者又はセンターの設置目的を

損なう言動を公然と行う者。 

②その他上記に準ずる者。 

参 考 事 項       

 

設定等年月日 平成 14年（2002年）10月 18日設定 （平成  年  月  日最終変更） 

備考  

 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 人権平和センターの使用承認取消し 

根拠法令及び条項 豊中市立人権平和センター条例第６条 

所管部課（室）係名 市民協働部 人権政策課 人権平和センター 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 
豊中市立人権平和センター条例第１０条、第１１条、 

豊中市立人権平和センター条例施行規則第１２条 

基  準 

以下に該当するときは使用の条件を変更し、又は承認を取り消すこと

があります。 

(1) 使用承認の条件に違反したとき。 

  ※使用承認にかかる審査基準を参考として下さい。 

(2) この条例若しくはこの条例に基づく市規則に違反し，又はこれらに基

づく指示に従わないとき。 

(3) 承認を受けた使用の目的以外に使用したとき。 

(4) 暴力団の利益になり，又はなるおそれがある使用をするとき。 

(5) 管理上支障があるとき。 

 

参考事項 
 

 

備考 
 

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 人権平和センターの入館禁止 

根拠法令及び条項 豊中市立人権平和センター条例第７条 

所管部課（室）係名 市民協働部 人権政策課 人権平和センター 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 豊中市立人権平和センター条例第５条 

基  準 

以下に該当する者には、入館を禁止し、又は退去を命ずることがあり

ます。 

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品又は動物の類を 

携帯する者。   

(2) 管理上必要な指示に従わない者。 

(3) その他管理上支障があると認める者。 

参考事項 
 

 

備考 
 

   

 



様式Ｂ－２ 

不利益処分の処分基準 

 

処 分 名 行政財産の目的外使用許可の取消し 

根拠法令及び条項 地方自治法第２３８条の４第９項 

所管部課（室）係名 市民協働部 人権政策課 

処 

 

 

分 

 

 

基 

 

 

準 

関係条項 行政財産の目的外使用に係る基準 

基  準 

【地方自治法】 

第２３８条の４ 

９ 第７項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、 

公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可 

の条件に違反する行為があると認めるときは、普通地方公共団 

体の長又は委員会は、その許可を取り消すことができる。 

 

【行政財産の目的外使用に係る基準】 

・ 豊中市又は豊中市教育委員会において、公用又は公共用に供する 

ため必要が生じたとき 

・ 当該許可に付した条件に違反する行為があると認められるとき 

・ 不正の手段により使用の許可を受けたとき 

・ 使用者が暴力団構成員又は暴力団構成員と密接な関係にある者 

と認められたとき 

参考事項 
 

 

備考 
 

   

 


